
第1条（会員）
　 会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連ライフサービス（以
下甲という）にカードの入会を申し込み、甲が入会を認めた方をい
います。
第2条（カード発行と管理・規約の承認・カード有効期限）
　（1） 甲は、会員1名ごとにクレジットカード（以下「カード」と称し

ます。）を発行し、貸与します。カードの所有権は甲にあり、会
員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理して
いただきます。

　（2）  会員は、甲よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直
ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本
規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断し
た上で甲に返却するものとします。

　（3）  カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用で
き、他の者に譲渡、貸与または担保として提供するなど、カード
の占有を第三者に移転すること、又はカード情報を預託もしく使
用させることは一切できません。

　（4）  会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人
によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用
させることはできません。

　（5）  前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのため
に生ずる一切の支払や損害については、すべて会員の責任となり
ます。

　（6）  カードの有効期限は甲が指定するものとし、カード表面に西暦で
月、年の順に記載したその月の末日までとします。甲が引き続き
会員として認める場合は、甲所定の時期に更新するものとします。

　（7）  カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについて
は、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。

第3条（暗証番号）
　（1） 会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただき

ます。但し、会員からの申し出がない場合、または会員から申し
出られた暗証番号につき甲が暗証番号として不適切と判断した場
合は、甲所定の方法により暗証番号を登録するものとします。

　（2）  会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から類推され
やすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の
注意をもって管理するものとします。

　（3）  使用されたカードの暗証番号が甲に登録された暗証番号と一致し
ていることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、
カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害に
ついては、甲はその責任を負いません。

　（4）  カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その
ために生じた損害については会員の責任となります。但し、カー
ドの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任が
ないと甲が認めた場合は、この限りではありません。

　（5）  IC カード所持会員が暗証番号を変更する場合は、カードを再発
行するものとします。

　（6）  会員は甲に登録している会員本人の暗証番号を確認することがで
きます。

　　  甲は会員本人の申し出により所定の方法にて暗証番号を通知する
もとします。

第4条（期限の利益喪失）
　（1） 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく

債務を含む甲との取引の一切の債務について当然に期限の利益を
失い（但し、利息制限法第 1条第 1項に規定する利率を超えな
い範囲においてのみ効力を有します）、直ちに甲に対する未払債
務をお支払いいただきます。但し、①の場合において、甲が信用
に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないもの
とします。

　　 ① 支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延した場合。但し、
第29条に定める分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払
金、またはリボルビング払いの弁済金については支払いを遅延
し、甲から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面
で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場
合

　　 ② 自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場
合、または一般の支払いを停止した場合

　　 ③ 会員について破産、民事再生、民事調停など、債務整理のため
の法的措置等の申立があった場合、または差押、仮差押、銀行
取引停止などの措置を受けた場合

　　 ④ 甲が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他甲の所有

権を侵害する行為をした場合
　　 ⑤会員が死亡した場合
　　 ⑥ 甲に通知せず住所を変更し、甲にとって所在不明となった場合
　（2） 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、甲の請求により

本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに甲に対す
る未払債務をお支払いいただきます。

　　 ① 第 29条に定める分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリ
ボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入が会員に
とって商行為となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回で
も遅延したとき

　　 ② 会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反
となる場合

　　 ③ 会員が債務整理のための法的措置などを自ら申立てると甲に申
し出た場合

　　 ④ 会員が甲の発行するカードを複数所持している場合において、
その1枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該
当する事由が生じた場合

　　 ⑤ 会員が現金化を目的として商品・サービスの購入にカードショ
ッピング枠を利用した場合

　　 ⑥第 22条（反社会的勢力の排除）の定めに反した場合
　　 ⑦その他会員の信用状態が著しく悪化したと甲が判断した場合
第5条（費用等の負担）
　（1） 会員は、金融機関等にて振込みにより支払う場合の金融機関等の

振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する
各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費
税は会員の負担といたします。

　（2） 印紙代など弁済契約締結に要する費用ならび支払督促申立費用、
送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて
会員の負担とします。

　（3） 会員が甲に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租
公課（消費税等を含む）が増額される場合は、会員は当該公租公
課相当額または当該増加額を負担するものとします。

　（4） 会員の責により、又は甲への連絡なく会員より甲への過剰の入金
があった場合、甲から会員の指定口座へ返金する際の金融機関に
支払う振込手数料、もしくは返金に際する一切の費用・手数料等
は会員の負担といたします。

第6条（カード紛失・盗難等による責任区分）
　（1） 会員がカードの紛失、盗難等で他人にカードを使用された場合は、

そのカードの利用代金は会員が負担するものとします。
　（2） 前項において、会員が紛失・盗難の事実を所轄の警察署に届け出、

甲所定の紛失・盗難届を甲に提出した場合は、届け出の前60日
後 60日計 121日におこった不正利用におけるカード利用代金
にかかる支払を免除します。

　（3） 前項にかかわらず次の事項に一つにでも該当する場合は、会員の
支払は免除されないものとします。

　　 ①紛失・盗難が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
　　 ② 会員の家族、同居人、その他会員の関係者が紛失・盗難に関与

し、又は不正に利用した場合。
　　 ③ 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に生じた紛失・盗難の

場合。
　　 ④ 会員が本規約に違反している状況において生じた紛失・盗難の

場合。
　　 ⑤ 会員が甲の請求する書類を提出しなかった場合、又は甲等が行

う被害状況の調査に協力をしない場合。
　　 ⑥カード裏面に会員自らの署名がない場合。
　　 ⑦ カード利用の際に使用された暗証番号と登録された暗証番号が

一致している場合。
　　 ⑧紛失・盗難又は被害状況の届け出内容が虚偽である場合。
　　 ⑨ 但し、本項各号において会員に責任がないと甲が認めた場合は、

各号の限りではない
　（4） 偽造カード等の使用にかかる利用代金は、会員の負担とはなりま

せん。但し、偽造カードの作出又は使用について、会員に故意又
は重大な過失がある場合、そのカードの利用代金は会員の負担と
なります。

第7条（退会・会員資格の喪失）
　（1） 会員が都合により退会するときは、甲宛てにその旨を届け出るこ

とにより退会できるものとします。
　（2） 甲は、会員が第4条のいずれかに該当したときは、会員資格を喪

失させることができるものとします。この場合会員は甲に対して
直ちにカードを返却するものとし、甲に対する債務の全額を弁済
するものとします。

　（3） 前第 1、2項の場合、会員はカードを直ちに甲に返却するか、カ
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ード磁気ストライプ部分および ICチップ部分を切断のうえ廃棄
するものとします。

　（4） 会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード
利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うも
のとします。

　（5） 会員が甲の定める期間カードを利用しない場合、甲は会員に通知
することなくカードの使用停止または会員資格を喪失することが
できるものとします。

第8条（カード利用可能枠）
　（1） カードの利用可能枠は、甲が審査のうえカードショッピングおよ

びキャッシングの利用可能枠を決定するものとします。なお、カ
ード利用可能枠のうち、1回払い以外（2回払い、分割払い、リ
ボルビング払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い）の利用
可能枠を別途審査のうえ定めるものとします。

　（2） 甲は、カードの利用可能枠について、カードの利用状況および割
賦販売法、貸金業法等に基づき減額できるものとします。

　（3） キャッシングサービスの利用可能枠は、会員の希望するキャッシ
ング利用可能枠の範囲内で甲が定める金額とし、その増額につい
ては、会員が要請しかつ甲がこれを認めた場合に限り増額するも
のとします。

　（4） 会員は、甲が承認した場合を除き、前第1項の利用可能枠を超え
てカードを利用してはならないものとします。万一甲の承認を得
ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可
能枠を超えた金額は、一括して直ちにお支払いいただきます。

　（5） 会員が甲の発行するカードを複数所有している場合の利用可能枠
は、カード複数枚に関わらず前第1項に定めた金額とします。

第9条 （カードの利用・貸与の停止・法的措置・会員資格取消し・カ
ードの差替えなど）

　（1） 会員が、支払いを怠るなど本規約に違反した場合、違反するおそ
れがある場合、その他換金を目的としたショッピング取引におけ
るカード利用等会員のカード利用状況について不適当または不審
と甲が認めた場合、又はクレジットカードの不正使用の被害を回
避するため、甲は会員に通知することなく、会員が所持している
甲が発行するすべてのカードに対して次の措置をとることができ
ます。この場合および第 3項に定める場合、会員はカードを利
用することができません。万一利用した場合は、直ちにお支払い
いただきます。なお、このうち③については事後に会員に通知し
ます。

　　 ①カードの利用断り
　　 ②カードの利用停止
　　 ③カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは回収
　　 ④加盟店などに対する当該カードの無効通知
　　 ⑤甲が特定する加盟店における利用制限
　　 ⑥甲が必要と認めた法的措置
　（2） 前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、甲所定の方法に

よるものとします。
　（3） 甲は、会員が第4条第1、2項各号のいずれかの事由に該当した

場合、入会時に虚偽の申告があったときなど甲が会員として不適
切と認めた場合は、会員資格を取消すことができ、加盟店などに
当該カードの無効を通知または登録することがあります。この場
合はその旨会員に通知するものとします。

　（4） 前項の場合、会員はカードを直接甲宛てもしくは加盟店を通じて
直ちに甲に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ち
に甲に対する未払債務をお支払いいただきます。

　（5） 甲は、信用情報機関等の情報を参考に会員の信用状況が著しく悪
化または悪化の恐れがあると甲が判断した場合、甲は、カードの
利用を停止することができます。

　（6） 不正使用の被害を回避するために、甲が必要と認めた場合、会員は
カードの利用制限およびカードの差替えに協力するものとします。

　（7） 会員が次のいずれかに該当した場合、甲は会員に通知することな
く、カードの利用を停止することがあります。

　　 ① 会員が、貸金業法又は日本貸金業協会自主規制規則に基づく収
入証明の提出依頼を拒否した場合。

　　 ② 会員の利用可能枠、甲と他の契約に基づく借入残高、および他
の貸金業者からの借入残高の合計額が、給与およびこれに類す
る定期的な収入の年間合計額の三分の一を超えた場合。

　　 ③甲に対する支払いが遅延または、遅延するおそれがある場合
　（8） なお、本条の規定により会員に損害が生じた場合でも甲は何ら責

任を負いません
第10条（カードの再発行）
　 カードは原則として再発行しないものとします。但し、紛失・盗難・
毀損・滅失等により甲が特別に認めた場合はこの限りではありません。
この場合、会員は、当社所定の再発行手数料（消費税等を含む）を負
担するものとします。
第11条（届出事項の変更）
　（1） 会員は甲に届け出た住所、氏名、勤務先、その他会員属性情報、

指定預金口座、暗証番号等について変更があった場合は、所定の
届出書により甲に届けるものとします。

　（2） 前項の届出がないため、甲からの通知又は送付書類その他のもの
が延着し、又は不送達になっても、通常到着すべき時に到着した
ものとみなすことに異議ないものとします。

　　  但し、前項の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことにつ
いて止むを得ない事情があるときは、この限りではないものと
します。

第12条（規約の変更）
　 本規約を変更する場合は、下記ホームページおよび甲所定の方法で
お知らせいたします。お知らせ後に会員がカードを利用した場合、
内容を承認いただいたものとみなさせていただきます。
　ホームページアドレス：http://www.nissenren-sendai.or.jp
第13条（個人情報の収集・保有・利用・委託）
　（1） 会員および入会申込者（以下併せて「会員等」という。）は、本

規約に基づくカード取引契約（契約の申込みを含む。以下同じ。）
を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の
情報（以下これらを総称して「個人情報」という。）を甲が保護
措置を講じた上で収集・利用することに同意します。

　　 ① 入会申込時や入会後に会員等が届け出た、会員等の氏名、年齢、
生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、Ｅ
メールアドレス等の事項

　　 ② 入会申込日、入会承認日、ご利用可能枠等、本規約に基づくカ
ード取引契約に関する事項

　　 ③本規約に基づくカード取引の利用状況、支払状況
　　 ④ 本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査す

るためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員
等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、甲が収集した
クレジット利用履歴および過去の債務の返済状況

　　 ⑤ 会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集し
た、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項

　　 ⑥ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認
書類等の記載事項または会員等が甲に提出した収入証明書類等
の記載事項

　　 ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
　（2） 甲が甲のクレジット関連事務（コンピュータ事務、代金決済事務

およびこれらに付随する事務等）および債権管理業務、又は甲の
事業における事務等を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託
先が別企業に再委託する場合を含む。）する場合に、甲が個人情
報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を当
該業務委託先に提供し当該企業が利用することがあります。

　（3） 会員等は、甲が下記の目的のために個人情報を利用することに同
意します。

　　 ①カードの基本的な機能や付帯サービスの提供
　　 ②甲のクレジット関連事業における市場調査・商品開発
　　 ③甲の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査
　　 ④ 甲の事業における宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案

内。但し、会員は送付中止等の申し出ができるものとします。
第14条（信用情報機関への登録・利用）
　（1） 甲が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力・返済能力に関

する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とす
るもの）および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、
契約者および当該契約者の配偶者の個人情報が登録されている場
合には、契約者の支払能力・返済能力の調査のために、甲がそれ
を利用することに同意します。

　（2） 契約者および当該契約者の配偶者に係る本契約に基づく個人情
報、客観的な取引事実が、甲の加盟する個人信用情報機関に下表
に定める期間登録され、甲が加盟する個人信用情報機関および当
該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、契約者お
よび当該契約者の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のた
めに利用されることに同意します。

　　　

　（3） 甲が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話
番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用
情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面その他の
方法により通知し、同意を得るものとします。

　　　　　　 会社名
項目　　 （株）シー・アイ・シー（CIC）

① 本規約に係る申込
みをした事実

甲が個人信用情報機関に照会した日か
ら６ヶ月間

② 本規約に係る客観
的な取引事実 契約期間中および契約終了後５年以内

③ 債務の支払いを延
滞した事実 契約期間中および契約終了後５年間



　　  株式会社シー・アイ・シー（貸金業法並びに割賦販売法に基づく
指定信用情報機関）

　　　 〒 160-8375
　　　 東京都新宿区西新宿1-23-7　新宿ファーストウエスト15階
　　　 　お問い合わせ先：0120-810-414
　　　 　ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp
　　　　 ※ （株）シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、

上記の同社のホームページをご覧ください。
　（4） 甲が加盟する個人信用情報機関（（株）シー・アイ・シー）と提

携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
　　1）全国銀行個人信用情報センター
　　　　〒100-8216
　　　　東京都千代田区丸の内1-3-1
　　　　お問い合わせ先：03-3214-5020
　　　　　ホームページアドレス：http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
　　　　　※ 全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名

等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
　　2）株式会社日本信用情報機構
　　　　〒101-0042
　　　　東京都千代田区神田東松下町41-1
　　　　お問い合わせ先：0120-441-481
　　　　　ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp/
　　　　　※ （株）日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳

細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
　（5） 上記（3）に記載されている甲が加盟する個人信用情報機関に登

録する情報は下記の通りです。
　　　株式会社シー・アイ・シー
　　　 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先電話番号、運転免許

証等の記号番号等本人を特定するための情報および契約者に配
偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報等。契約の種類、
契約日、契約額、貸付額、商品名、及びその数量、回数、期間、
支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年
間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報等。

第15条（個人情報の公的機関への提供）
　 会員等は、甲が各種法令の規定により提供を求められた場合、およ
びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個
人情報を提供することに同意します。また、甲が本規約に基づくカ
ード取引契約を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のた
め、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関
から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供するこ
とに同意します。
第16条（個人情報の開示・訂正・削除）
　 会員等は、甲および甲が加盟する個人信用情報機関に個人情報の保
護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示
するよう請求することができます。開示の結果個人情報の内容が事
実でないことが判明した場合には、甲は、速やかに訂正または削除
に応じるものとします。
第17条（個人情報の取り扱いに関する不同意の場合）
　 甲は、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場
合および内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断り
することや退会手続をとることがあります。
　 但し、本規約第13条の（3）による同意しない場合でも、これを理
由に甲が入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第18条（本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合）
　 本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込を
した事実は、第13条、第 14条、第 15条に基づき、当該契約の不
成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利
用されることはありません。
第19条（問合せ窓口）
　 会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除またはご意
見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、甲のお客様相
談室までお願いします。
第20条（本人確認・取引時確認）
　 会員は、入会申込み時甲が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
にもとづき本人確認または取引時確認を行う為、会員の氏名、生年
月日、住居に関し運転免許証等の公的資料、又はその写しの提示・
提供を求めたときは、これに応じるものとし、内容の確認及び記録、
または写しを入手することに同意します。また、入会後であっても
甲が本人確認を必要と認めた場合も同様とします。もし、甲からの
求めにご協力いただけない場合は、入会をお断りしたり、甲の本契
約上の義務の履行に応じかねることがあります。甲は、本人確認に
ついて甲の委託先に委託する場合があります。
第21条（返済金の充当順序）
　（1） 会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に

基づき甲に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないと
きは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、甲が適

当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議が
ないものとします。ただし、分割払い及びリボルビング払いの支
払い停止の抗弁に係わる債務については、割賦販売法30条の 5
の規定によるものとする。

　（2） 会員が振り込みなどにより支払いした金額が、支払うべき金額を
超えている場合又は口座振替により支払いした金額と重複してい
る場合については、任意の入金とみなし当社所定の方法により残
債務に充当することに同意するものとします。ただし、会員から
超過する支払額部分について返金の申出がある場合には、速やか
に振込手数料を差し引いた金額を返金するものとします。

第22条（反社会的勢力の排除）
　（1） 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から

5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに
準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しない
こと、及び次の各号にいずれも該当しないこと、かつ将来にわた
っても該当しないことを表明・確約します。

　　 ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する
こと

　　 ② 暴力団構等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること

　　 ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者
に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利
用していると認められる関係を有すること

　　 ④ 暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどし
て関与をしていると認められる関係を有すること

　　 ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的
に非難されるべき関係を有すること

　（2） 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を
行わないことを確約します。

　　 ①暴力的な要求行為
　　 ②法的な責任を超えた不当な要求行為
　　 ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
　　 ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、

または業務を妨害する行為
　　 ⑤その他前各号に準ずる行為
　（3） 会員が第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項の各号に該

当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関し
て虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当然に会員資格を喪
失し甲から請求が有り次第、甲に対する一切の債務の期限の利益
を失い、直ちに債務を弁済します。

　　  また、それにより会員に損害が生じた場合でも甲に何ら請求をし
ないことはもとより、

　　  甲に損害が生じたときは、会員等がその責任を負います。
第23条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令などの適用）
　 日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される諸法令
により一定の手続きを必要とする場合にはその要求に応じて手続き
をとるものとします。
　 又、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカードの利用
の制限、もしくは停止の措置に応じるものとします。
第24条（準拠法）
　 会員と甲との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第25条（合意管轄裁判所）
　 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわ
らず、会員の住所地・購入地又は契約地及び甲の本部、各支店、営
業所を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすること
に同意するものとします。
第26条（協議事項）
　 この規約を適用することについて、疑義が生じたときは会員と甲の
間で誠意をもって協議し、解決するものとします。

第27条（カードショッピング利用方法）
　（1） 会員は、次の①から④に記載した加盟店（以下「加盟店」と称し

ます。）にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身が署名
を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受
けることができます。但し、③の日本国外の加盟店では、加盟店
によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの
署名に代えて加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録
されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様の
ことができます。

　　 ①甲が契約した加盟店
　　 ② JCB提携型カードの場合は、株式会社ジェーシービー（以下

JCBという）が契約した国内・国外加盟店および甲またはJCB
と提携したクレジットカード会社（以下「提携カード会社」と
いう）が契約した加盟店、DCVISA提携型カードの場合は、三

カードのショッピング条項



菱UFJニコス株式会社（以下DCという）が契約した国内・国
外加盟店および甲または DCと提携した提携カード会社が契約
した加盟店

　　 ③  DCVISA 提携型カードの場合は、VISA International 加盟の
金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内お
よび日本国外の加盟店

　　 ④その他甲が認める加盟店
　（2） 前項の規定にかかわらず、通信販売などカード利用方法を甲、

JCB、DCおよびVISA International の提携する加盟店のいずれ
かが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、
この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。

　（3） 通信料金等甲または JCBまたはDC所定の継続的役務について
は、甲または JCBまたはDCが適当と認めた場合、会員が会員
番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を
継続的に受けることができます。この場合、会員は、当該加盟店
の要請により会員番号等の変更情報等が甲または JCBまたはDC
から加盟店に通知されることを予め承認するものとします。なお、
カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、甲から複数のカ
ードを貸与している場合には甲が貸与している別カードへの変更
を含むものとします。また会員は退会や会員資格の取消等により
カードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を
通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。

　（4） ショッピングの1回あたりの利用可能枠は、日本国内及び国外と
も甲の決めた金額とします。なお、利用の際、加盟店を通じて甲
の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することがで
きます。

　（5） カードの利用に際して、利用金額、購入商品、権利や提供を受け
る役務によっては、甲の承認が必要となります。また、甲は、イ
ンターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や
換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会
員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用
をお断りすることがあります。また一部商品（貴金属・金券類等）
については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があ
ります。

　（6） 甲または JCBまたはDCは、不正使用を回避するため甲または
JCBまたはDCが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード
利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員は
この調査に協力するものとします。また甲は、会員のカード利用
内容について会員に照会させていただくことがあります。

　（7） 甲は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払い
するものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有
権は、甲が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から甲に移転
し、会員の当該代金完済まで甲に留保されるものとします。

　（8） JCBまたはDCは甲に代って前第7項の支払いをすることができ
るものとし、JCBまたはDCが支払いをする場合は、ショッピン
グおよび支払いに関する会員規約については甲を JCBまたはDC
と読み替えるものとします。

第28条（所有権留保に伴う特約）
　 会員はカード利用により購入した商品の所有権は甲が加盟店に立替
払いした時点で、当該加盟店より甲に移転することをあらかじめ承
諾するものとします。当該商品にかかわる債務の完済まで当該商品
の所有権は、甲に留保されることを認め、次の事項を遵守するもの
とします。
　（1） 会員は善良なる管理者の注意をもって当該商品を管理し、質入、

譲渡、賃貸その他甲の所有権を侵害する行為をしないこと。
　（2） 会員は当該商品の所有権が第三者から侵害される恐れのある場合

は、速やかに甲に連絡するとともに甲が当該商品を所有している
ことを主張、証明してその排除に努めること。

　（3） 会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカード
ショッピング枠を利用することはできません。

第29条（ショッピング利用代金の支払い区分）
　（1） 甲は利用代金に分割払手数料を加算した額（以下「分割支払金合

計」という）を毎月末日に締め切り、翌月27日（金融機関休業
日の場合は翌営業日）に会員があらかじめ指定した方法により支
払うものとします。

　　   但し、加盟店からの売上報告の遅延等により第1回目の支払月が
翌月以降になる場合があることを会員はあらかじめ承諾するもの
とします。

　（2） 会員は加盟店でカードを利用した場合の支払方法は、次に示す条
件の中から利用の都度指定するものとします。

　　 ① ショッピングの支払回数、支払期間、実質年率は次のとおりと
なります。

　　（分割支払金の支払条件）

　　　

　
　　

　　  　  但し、国内の JCBまたはDC加盟店で利用の場合は24回払い
までとなります。

　　  　 ただし、ボーナス併用分割払の実質年率は上記と異なる場合も
あります。

　　  　  一部、3回から 36回の分割払いがご利用いただけないカード
があります。

　　  ② 分割払の場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上
記の分割払手数料を加算した金額とします。月々の分割支払金
はショッピングの分割支払金合計を支払回数で除した金額とし
ます。

　　  　 但し、月々の分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場
合は初回に算入するものとします。

　　  　【上表のdによる具体的算定例】　
　　  　 現金販売価格100,000円　支払回数10回払を指定した場合 
　　　・支払総額
　　　　 100,000円＋（100,000円×6.8円／100円）＝106,800円
　　　・月々の分割支払金
　　　　106,800円÷ 10回払＝10,680円
　　  ③ ボーナス併用分割払のボーナス月は7月と 12月とし、最初に

到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス使用回
数は10回払のときは1回、12・15回払のときは2回、18・
20回払のときは3回、24・30回払のときは4回、36回払の
ときは6回とします。

　　  　  但し、ボーナス支払月の加算額は1回当りのカード利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割し、その金額を毎月の
均等支払額に加算して支払うものとします。

　　  ④ 会員がリボルビング払を指定した場合、申込時に指定した残高
スライド方式又は、定額払い方式にて支払うものとします。申
込時に、ご指定がない場合は残高スライド標準コースとさせて
いただきます。どちらの場合でも、利用残高が申込時に指定・
設定した金額以下となる場合は残金全額となります。

　　  　  残高スライド方式、定額払い方式とも手数料をこれに加算して
支払うものとします（これを「弁済金」といいます）。

　　  　 手数料は毎月末日で締め切ったカードショッピングのリボルビ
ング利用残高に実質年率15.0％（月利1.25％）を乗じた額と
します。

　　  　 〔残高スライド方式　表（イ）〕
　　  　 月々のお支払い額がご利用残高によって変動するお支払い方法

です。

　
　  

　　
　　　【弁済金の具体的算定例】　
　　　 残高スライド標準コースの場合で、前月末（1月末）の利用残

高が110,000円であるとき

a. 支払回数 b. 支払期間 c. 実質年率 d. 現金販売価格
100円あたりの手数料の額

1回払 1ヶ月 ナシ ナシ
2回払 2ヶ月 ナシ ナシ
3回払 3ヶ月 12.20% 2.04 円
5回払 5ヶ月 13.50% 3.40 円
6回払 6ヶ月 13.86% 4.08 円
10回払 10ヶ月 14.57% 6.80 円
12回払 12ヶ月 14.74% 8.16 円
15回払 15ヶ月 14.87% 10.20 円
18回払 18ヶ月 14.94% 12.24 円
20回払 20ヶ月 14.96% 13.60 円
24回払 24ヶ月 14.96% 16.32 円
30回払 30ヶ月 14.91% 20.40 円
36回払 36ヶ月 14.82% 24.48 円
ボーナス一括払 1～ 7ヶ月 ナシ ナシ
ボーナス二回払 6～ 12ヶ月 5.5～13.8％ 4.00 円

リボご利用残高 標準コース
（月々の支払額）

短期コース
（月々の支払額）

1～100,000円 5,000円 10,000円
100,001円～200,000円 10,000円 15,000円
200,001円～300,000円 15,000円 20,000円
300,001円～400,000円 20,000円 30,000円
400,001円～500,000円 25,000円 40,000円
500,001円～600,000円 30,000円 50,000円
以後10万円増すごとに 10,000円加算 10,000円加算



　　　（1）2月 27日支払　
　　　　ａ．利用残高 110,000円　
　　　　ｂ．元本充当分 10,000円（第2項第4号の表（イ）による）
　　　　ｃ．手数料充当分 1,375円（110,000円×15.0％/12ヵ月）
　　　　ｄ．弁　済　金 11,375円（ｂ +ｃ）
　　　（2）3月 27日支払　
　　　　ａ．利用残高 100,000円　
　　　　ｂ．元本充当分  5,000円（第2項第4号の表（イ）による）
　　　　ｃ．手数料充当分 1,250円（100,000円×15.0％/12ヵ月）
　　　　ｄ．弁　済　金 6,250円（ｂ +ｃ）

　　　〔定額払い方式〕
　　 　 ご利用残高に関わらず、毎月一定額（元本）をお支払する方法です。
　　　 毎月の元本は10,000円、15,000円、20,000円、30,000円、

50,000 円、60,000 円、70,000 円、100,000 円の各コース
とし、利用残高が申込時に指定した各コースの金額以下となる
場合は残金全額となります。

　　　 残高スライド方式、定額払い方式とも手数料をこれに加算して
支払うものとします（これを「弁済金」といいます）。手数料は
毎月末日で締め切ったカードショッピングのリボルビング利用
残高に実質年率15.0％（月利1.25％）を乗じた額とします。

　　　【弁済金の具体的算定例】　
　　　 定額 10,000 円コース　の場合で、前月末（1月末）の利用残

高が100,000円であるとき
　　　（1）2月 27日支払　
　　　　ａ．利用残高 100,000円　
　　　　ｂ．元本充当分 10,000円（定額）
　　　　ｃ．手数料充当分 1,250円（100,000円×15.0％/12ヵ月）
　　　　ｄ．弁　済　金 11,250円（ｂ +ｃ）
　　　（2）3月 27日支払　
　　　　ａ．利用残高 90,000円　
　　　　ｂ．元本充当分 10,000円（定額）
　　　　ｃ．手数料充当分 1,125円（90,000円×15.0％/12ヵ月）
　　　　ｄ．弁　済　金 11,125円（ｂ +ｃ）

　　　 利用代金については、前項の支払方法の他任意に増額して支払
うことができるものとします。増額の申し出は、毎月、月末ま
でとします。但しAIRIS・AERカードについては、下記支払コ
ースとなります。

　　　〔残高スライド方式　表（ロ）〕

　　　【弁済金の具体的算定例】　
　　　 残高スライドＡコースの場合で、前月末（1月末）の利用残高

が55,000円であるとき
　　　（1）2月 27日支払　
　　　　ａ．利用残高 55,000円　
　　　　ｂ．元本充当分  5,000円（第2項第4号の表（ロ）による）
　　　　ｃ．手数料充当分 687円（55,000円× 15.0％ /12ヵ月）
　　　　ｄ．弁　済　金 5,687円（ｂ +ｃ）
　　　（2）3月 27日支払　
　　　　ａ．利用残高 50,000円　
　　　　ｂ．元本充当分 3,000円（第2項第4号の表（ロ）による）
　　　　ｃ．手数料充当分 625円（50,000円× 15.0％ /12ヵ月）
　　　　ｄ．弁　済　金 3,625円（ｂ +ｃ）

　　 ⑤ ボーナス一括払いの支払月は、夏期 6月、7月、8月、冬期
12月とします。

　　 ⑥ ボーナス二回払は、ご利用代金と手数料を合算した額の 1/2
ずつ支払うものとし、支払月は7月と12月とし、最初に到来
したボーナス月より支払うものとします。

　　 ⑦ 会員が国内 JCBまたはDC加盟店でカードを利用した場合の
支払いは1回払、2回払、分割払、ボーナス一括払とします。

　　 ⑧ 一部加盟店において所定の支払方法の利用ができない場合があ
ります。

　　 ⑨ 会員が国外 JCBまたはDC加盟店でカードを利用した場合の
支払いは、1回払とします。

　　 ⑩ 会員が国外 JCB加盟店でカードを利用した場合の会員の外貨
だて債務については、JCBが加盟店に譲渡代金を支払った時点
の銀行の対顧客為替相場を基準とした JCB所定の円換算の方
法とし、円換算した円貨により会員は支払うものとします。

　　 ⑪ 会員が VISA International の提携する国外の加盟店における

カード利用による代金は日本円に換算の上、国内におけるカー
ド利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への
換算には、VISA International で売上データが処理された日の
VISA International が適用した交換レートに海外利用に伴う諸
事務処理などの費用として1.63％を加算したレートを適用す
るものとします。

　（3） 甲は金融情勢の変化など相当の事由がある場合、左記（2）①の
手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。手数料率の変更について、甲から変更内容を通知した後は、
リボルビング払の手数料はその時点におけるリボルビング利用残
高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。

　（4） 甲は会員への分割支払合計の請求を甲が提携している委託会社よ
り請求する場合があります。

　（5） 会員は、甲への支払いを預金口座振替依頼書等により会員が予め
指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきま
す。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご負
担となります。

　（6） 支払い期日に万一、金融機関の事情等により口座振替による支払
いが出来ない場合は、別途甲の定める方法によりお支払いいただ
きます。また会員は、甲に協力して口座振替ができるように努め
るものとします。

　（7） 甲は返品があった場合、会員の債務に返品額を充当するものとし
ます。但し返品額が会員の債務より大きい場合は、甲は会員に連
絡のうえ、処理をするものとします。

第30条（遅延損害金）
　（1） 会員が債務の履行を延滞したときは、支払期限の翌日から支払日

に到るまで、当該支払額に対し年14.6％を乗じた額の遅延損害
金を支払うものとします。ただし、当該利用代金の支払方法が1
回払い・リボルビング払い以外の支払方法である場合には、当該
損害金は、当該利用にかかる残債務の全額に対し、商事法定利率
年6.0％を乗じた額を超えないものとします。

　（2） 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完
済の日に到るまで、1回払い・リボルビング払いにかかる残債務
の全額に対しては14.6％を乗じた額の遅延損害金を、2回払い・
ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払いにかかる残債務
の全額に対しては商事法定利率年6.0％を乗じた額の遅延損害金
を支払うものとします。

第31条（商品の引取及び評価・充当）
　（1） 会員が期限の利益を喪失したときは、甲は留保した所有権に基づ

き当該商品を引き取ることができるものとします。
　（2） 会員は甲が（1）により当該商品を引き取ったときは、会員と甲

が協議の上決定した相当な商品価格をもって本規約に基づく債務
の残額の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不
足が生じたときは会員と甲の間で直ちに精算するものとします。

第32条（見本・カタログなどと現物の相違）
　 会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡
され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなど
と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提
供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除する
ことができるものとします。
第33条（支払い停止の抗弁）
　（1） 加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について

当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決
し、甲に迷惑をかけないものとします。

　（2） 第 1項にかかわらず、会員は、分割払い、ボーナス併用分割払い、
リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、
役務について次の事由がある場合、その事由が解決されるまでの
間、甲に対して当該事由に係わる商品、権利、役務について、支
払いを停止することができるものとします。

　　 ①商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
　　 ②商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵（欠陥）がある場合
　　 ③ クーリングオフ、中途解約（特定商取引に関する法律に定める

関連商品以外の商品は除く。）に応じないとき、または中途解
約に伴う精算手続が行われないとき

　　 ④ その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で
紛議が生じている場合

　（3） 甲は、会員が前第2項の支払停止を行う旨を甲に申し出た場合、
直ちに所定の手続きを取るものとします。

　（4） 会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消
のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

　（5） 会員は、前3項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記
載した書面（資料がある場合には資料添付。）を甲に提出するよ
う努めるものとします。また甲が上記の事由について調査する必
要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。

　（6） 前第 2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、
支払いを停止することはできないものとします。

リボご利用残高 5万円以下 10万円以下 20万円以下 20万円超
Aコース 3,000円 5,000円 10,000円 15,000円
Bコース 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
Cコース 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円



　　 るわ係に約契人個売販引誘供提務業、約契人個売販鎖連（品商 ①
ものを除く。）、権利、役務の購入もしくは受領が会員にとって
商行為となる場合

　　 ②支払方法が 1回払いの場合
　　 い払回2スナーボ・い払括一スナーボ・い払回2が法方払支  ③

および分割払いの場合で、1回のカード利用にかかる支払総額
が 40,000 円に満たないとき

　　 利ドーカの回1、で合場のい払グンビルボリが法方払支、たま 　
用にかかる現金価格が 38,000 円に満たないとき

　　 ④日本国外でカード利用した場合
　　 ⑤割賦販売法に定める指定商品、指定役務、指定権利でないとき
　　 ⑥会員による支払い停止が信義に反すると認められる場合

支るよに項2第前らか額残の金代用利グンピッョシが甲、は員会 ）7（　
払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後
のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。

盟加、をとこるいてれわ行が出し申の弁抗の払支ていつに約契本 ）8（　
する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録いたし
ます。また、その情報は当該指定信用情報機関および提携するほ
かの指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。

第 34条（分割払いの早期完済の場合の特約）
　 会員が、約定支払期間の中途で分割支払金全額の支払いを完了した場
合は、甲は、甲所定の計算方法（78分法）により算出された期限未到
来の分割払手数料のうち甲所定の割合による金額の払い戻しをします。

第 35条（キャッシングサービスの利用）
ッャキ下以（入借の銭金りよに法方のかれずいの次りよ甲は員会 ）1（　

シングという）を受けることができるものとします。
　　 置設の関機融金たし携提が甲にび並口窓い扱り取るす定指が甲 ①

した CD、ATMのうち甲が指定したCD、ATMによる利用。
　　 日のどな関機融金たし携提とBCJ、は合場のドーカ型携提BCJ ②

本国外の本支店またはCD。
　　 ASIVは合場のドーカ型携提ASIVCD ③  Internationalと提携した

金融機関などの日本国外の本支店またはCD。
　　 。用利るよにスビーサグンシッャキるよに法方るめ定が甲途別 ④
　　 。合場たしを込申の定所るよに話電に口窓の定指甲が員会 ⑤

受をスビーサのそがみの員会ため認が甲はスビーサグンシッャキ ）2（　
けることができるものとします。

　（3） キャッシングサービスの利用可能枠は甲の定める金額とし、利用可
能枠の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。

第 36条（キャッシングサービスの支払い方法）
月翌、り切め締に日末月毎を金代用利スビーサグンシッャキは甲 ）1（　

27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に会員があらかじめ
指定した方法により支払うものとします。

払支しと位単円万1は金資融るよに用利のスビーサグンシッャキ ）2（　
方法及び利息は次のとおりとします。

　　  尚日本国外でのキャッシングサービスの利用は 1回払とし手数料
は融資金に 1回払所定の利率を乗じた額を手数料とします。

　

　

　

　

ンシッャキ（額金払支び及日期払支の用利スビーサグンシッャキ ）3（　
グサービス利用代金に利息を加算した金額）については甲所定の
方法により請求するものとします。

済返らか日翌の日用利ごは払括一スナーボは又息利払支の目回１ ）4（　
日までの日数を日割計算した金額とします。（※１年を 366 日と
した日割り計算）
  ）5（　 ボーナス一括払いはご利用日 2月・3月・4月・5月の場合支払日
は 7月とし、7月・8月・9月・10 月の場合支払日は 12月となり
ます。なお、ボーナス一括払いの利用方法は甲所定によるものとし
ます。

料数手の条本、合場るあが由事の当相どな化変の勢情融金、は甲 ）6（　
率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数
料率の変更について、甲から変更内容を通知した後は、リボルビ
ング払の手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額

に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
し携提が甲を求請の金代用利スビーサグンシッャキのへ員会は甲 ）7（　

ている委託会社より請求する場合があります。
め予が員会りよに等書頼依替振座口金預をい払支のへ甲、は員会 ）8（　

指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきま
す。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご負
担となります。

、は合場るえ超を率利るす定規に項1第条1第法限制息利、は員会 ）9（　
超える部分について支払う義務はありません。

　（10） 払支るよに替振座口りよに等情事の関機融金、一万に日期い払支   
いが出来ない場合は、別途甲の定める方法によりお支払いいただ
きます。また会員は、甲に協力して口座振替ができるように努め
るものとします。

　（11） よに込振行銀び及替振座口を金払支のグンシッャキドーカが員会   
り支払いの場合、領収証の発行はいたしません。但し、会員から
請求があった場合および窓口での入金などの場合は、領収証を発
行いたします。

　（12） でがとこう払支てし括一を金代残で途中の間期払支定約、は員会   
きます。この場合、甲所定の方法によるものとします。また、リ
ボルビング払いにおいては任意増額払いもできます。

第 37条（現金自動預払機等（ATM）利用時の手数料）
　（1） 会員は、甲が提携する金融機関等が設置しているATM等でキャッシ

ングサービスを利用した場合、以下の手数料を支払うものとします。
、）込税（円801は合場の下以円万1が額金用利、は料数手MTA ）2（　

利用金額が 1万円を超える場合は 216 円（税込）をお支払いい
ただきます。

第 38条（遅延損害金）
たし滞延をい払支の金払支るよに用利スビーサグンシッャキが員会 　

ときは、延滞した金額に対して支払期日の翌日より支払日に到るま
で、また期限の利益喪失の場合は未払債務（元本）に対して期限の
利益喪失から完済に到るまでの日数を年 20.0％で日割計算した額の
遅延損害金を支払うものとします。
第 39条（キャッシングサービスにおける書面の同意）

1第条71第法業金貸、合場たし用利をグンシッャキドーカ、は員会 　
項及び第 18条第 1項の書面交付に代えて、一定期間（毎月 1日か
ら末日）における貸付及び返済その他の取引状況を記載した書面を
甲所定の方法により交付すること、貸付の際に記載事項を簡素化し
た書面を交付することについて、あらかじめ同意するものとします。
第 40条（勧誘拒否及び勧誘拒否会員に対する勧誘再開）

、ずらわかかに定規の項条意同るす関に扱取の報情人個、は員会 ）1（　
勧誘中止の申し出ができるものとします。

るす望希（間期るす望希の員会は甲、合場たっあが出し申の項前 ）2（　
期間が確認できない場合は、少なくとも 6ヶ月間）、カードキャ
ッシングについて宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する
措置をとります。

第 41条（準用規定）
ていおにスビーサグンシッャキ、は条62第らか条1第の約規員会 　

も準用するものとします。

 （年会費について）
とのもう払支を費会年の定所に期時の定所、し対に社当、は員会 ）1（　

します。なお、支払われた年会費は理由のいかんを問わず返還し
ないものとします。

に合場いなが払支の費会年の定所社当らか員会に期時の定所社当 ）2（　
は、カード利用の停止又は会員規約を取り消す場合があります。

たれさ用利ごをドーカは談相ご、せわ合い問おのていつに等品商 ）1（　
加盟店にご相談ください。

関に弁抗の止停払支びよお談相ごせわ合い問おのていつに約規本 ）2（　
する書面（第 33条（5））については、下記の甲にご連絡ください。

　（3）お客様相談室　電話（022）267-9240
　　　　株式会社日専連ライフサービス
　　　　貸金業者登録番号　宮城県知事（3）第 02274 号
　　　　包括信用購入あっせん業者登録番号　東北（包）第 13号
　　　　所在地 〒 980-6109
　　　　　　　 仙台市青葉区中央 1丁目 3-1 アエル 9Ｆ
　　　　電　　話 （022）267-9222
　（4）甲が契約する貸金業務にかかる紛争解決機関
　　　　日本貸金業協会　貸金業相談・紛争解決センター
　　　　所在地 〒 108-0074
　　　　　　　 東京都港区高輪 3丁目 19-15
　　　　電　　話 （0570）051-051

（2016.07.40,000）

カードキャッシング条項

相談窓口

日専連ゴールドカード特約（一回払・リボルビング払・ボーナス一括払）
支払方法 1回払 リボルビング払 ボーナス一括払
利率（月利） 1.50% 1.50% 1.50％
実質年率 18.0% 18.0% 18.0％

毎月の支払元金（残高スライド・リボルビング払）
利用残高 10万円以下 20 万円以下 50 万円以下 90 万円以下

毎月の支払額（ゆとり） 3,000 円 5,000 円 10,000 円 15,000 円
毎月の支払額（標準） 5,000 円 10,000 円 15,000 円 30,000 円
毎月の支払額（短期） 10,000 円 15,000 円 20,000 円 40,000 円


